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論　説

障害のある人の芸術活動に関する現状と課題
― 「社会的包摂」の視点から ―

＊西南女学院大学保健福祉学部福祉学科

山本　佳代子＊

　本稿では、障害のある人の芸術活動について、日本の障害のある人の芸術活動がどのように展開し、法律は
どのように整備されてきたのか、また、障害のある人の芸術活動における社会的包摂の役割について考察する。
そして、障害のある人の芸術活動に関する全国調査の結果から現状を示し、今後の課題を検討する。
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Ⅰ．はじめに

　我が国では 1990 年代以降、障害のある人が利用
する福祉施設において、陶芸や絵画、音楽やダンス
等の表現及び創作、芸術活動（以下、芸術活動）が
増加している。それまで福祉施設の中で、一般的に
取組まれていた箱折り等の下請け作業ではなく、障
害のある人、一人ひとりがその人らしく活動できる
ことを目指し、芸術活動に特化した支援を展開する
施設や事業所も増加している。福祉施設で余暇活動
の一つとして取組まれることが多かった芸術活動
が、「アート」に変わり、障害のある人たちは、「仲
間」や「利用者」ではなく「アーティスト」１）と呼
ばれることもある。現在は、2020 東京オリンピック・
パラリンピックの影響も受け、福祉施設だけでなく、
国や地方公共団体が主体となり、障害のある人の芸
術活動を推進する取組みが全国各地で行われてい
る。また、企業と連携し作品が商品化されることも
あり、障害のある人にとって芸術活動が、就労や自
立、他者との交流につながっている。川井田（2009）
は、障害のある人が芸術活動に取組むことは、「障
がい者のセルフエスティームを育み、多様な人間関
係を構築しながら QOL を向上させていく可能性の
あること」を指摘している。障害のある人の自立や
社会参加を促進する動きが高まる過程で、彼らの芸
術活動を支援する制度も整えられ、近年は芸術活動
が持つ社会的包摂の機能も論じられている。2011 年、

「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3 次基
本方針）」において、文化芸術が社会包摂の機能を
持つこと（文化庁 2011）、2019 年、「障害者による文
化芸術活動の推進に関する基本的な計画」において、
文化芸術が、共生社会の実現に寄与するものである
ことが明記された。しかし、その後の全国調査では、
障害のある人を支援する施設職員においても、それ
らの法律について広く認知されていない現状が報告
されている。
　本稿では、障害のある人が取組む芸術活動の展開
過程や施策の動向を整理し、社会的包摂に焦点をあ
て考察する。今後、社会的包摂の取組みとして、そ
れらの活動がさらに広がっていくためにどのような
課題があるかを整理する。「社会的包摂」は、「社会
的排除」に相対する概念であり、本稿における社会
的包摂は、阿部（2011）が示す「つながり」「役割」「居
場所」がある「小さな社会」を指し、「人が他者と
つながり、お互いの存在価値を認め、そこに居るの
が当然であると認められた場所」（阿部 2011:95）と
いう定義を用いる。

Ⅱ．障害のある人の芸術活動の展開と関連する施策
　　の動向

　1990 年代以降、我が国では、障害のある人が利用
する福祉施設において、芸術活動への転換や芸術活
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動に特化した活動を行う作業所や施設が増加し始め
た。1996 年滋賀県甲賀市において開設された「やま
なみ工房」は、1990 年より下請け中心の生産活動か
ら、個性豊かに自分らしく生きることを目的とし、
一人ひとりの思いやペースに沿ったさまざまな活動
に取組んでいる。1973 年鹿児島市吉野に開設された

「しょうぶ学園」は、1985 年に「工房しょうぶ」となり、
それまでの下請け的作業から工業・芸術・音楽を中
心にした創造的な活動に転換している。その他にも、
1984 年に発足した埼玉県みぬま福祉会の「工房集」、
1997 年に開設された福岡県の「工房まる」等がある。
これらの施設には、高値で売買される絵画を制作す
る利用者もいれば、そうでない利用者もいる。やま
なみ工房の施設長である山下は、「私たちが見て価
値がわかる、わからないや有用無用ではなく、その
人の行為や作りだした物に対し敬意をもって大切に
することが重要である」と述べ（山下 2016：25）、
芸術活動を通した支援を通し、一人ひとりがその人
らしく過ごすことができる環境を整え続けている。
　1973 年に奈良に開設された「たんぽぽの家」は、
現在もアートとケアの視点から多彩なアートプロ
ジェクトを実施しているが、1994 年にたんぽぽの家
で設立された、「日本障害者芸術文化協会」（2000 年

「エイブル・アート・ジャパン」に改称）が、障害
者芸術文化ネットワークの拠点として東京で活動を
はじめ、1995 年から、「エイブル・アート・ムーブ
メント（可能性の芸術運動）」を展開した。エイブル・
アート・ムーブメントは、「アートの可能性や人間
の可能性を再発見する活動」と定義され、「障害の
ある人たちの能力を高めると同時に、社会的イメー
ジを高める」（たんぽぽの家ウェブサイト）ための
取組みが展開された。企業からの援助や行政機関も
巻き込み、日本各地で展覧会やシンポジウム、ワー
クショップが開催された。この頃、美術界において
も障害のある人の作品に目が向けられ、1993 年には
世田谷美術館で「パラレル・ヴィジョン　20 世紀美
術とアウトサイダー・アート」展、同時開催された

「パラレル・ヴィジョン　日本のアウトサイダー・
アート」展、1997 年には「アール・ブリュット（生
の芸術）」展、1998 年には兵庫県や福岡市の公立の
美術館においても、障害者アートの展覧会が開催さ
れ国内外で芸術性が評価された。
　施策においては、1981 年の国際障害者年以降、日
本も障害のある人の生活の質の向上を目指し、芸術
や文化活動の振興が施策の一つとして取組まれるよ

うになった。2008 年、文部科学省と厚生労働省によ
り開催された「障害者アート推進のための懇談会」
では、福祉、美術、教育等の領域における関係者らが、
障害のある人達の自由な芸術文化活動を推進するた
めに必要な社会的取組について議論した。そこでは、

「『障害者アート』の芸術性を高めていくことにより、
現代美術の更なる振興を期すことができよう」にす
ること、すなわち福祉的な視点からだけでなく作品
そのものの「芸術性」を問う視点も取り入れ議論さ
れ、障害のある人が、芸術の担い手として活動する
ことで、「社会参加が促され、自立した生活も目指
すことができる」とも述べられた。
　2011 年に閣議決定した、「文化芸術の振興に関す
る基本的な方針（第 3 次基本方針）」では、文化芸
術振興の基本理念において、文化芸術は子ども・若
者や、高齢者、障害者、失業者、在留外国人等にも
社会参加の機会をひらく社会的基盤となり得るもの
であり、社会包摂の機能を持つことが明記された（文
化庁 2011）。その後、2015 年には、「2020 年オリンピッ
ク・パラリンピック東京大会に向けた障害者の芸術
文化振興に関する懇談会」が設置され、障害のある
人の芸術文化活動の振興と共に、自立と社会参加の
促進を目的とし、「障害者の芸術活動支援モデル事
業」（2014 年～ 2016 年）、「障害者芸術文化活動普及
支援事業」（2017 年～）も始まった。文化庁により、
優れた文化芸術活動の国内外での公演・展示の実施、
映画作品のバリアフリー字幕の支援等、芸術文化活
動の充実に向けた取組みが各都道府県に設置された
支援センターや広域センターにより実施されている

（表 1）。そして、2018 年 6 月、「障害者による文化
芸術活動の推進に関する法律」、さらに 2019 年 3 月、

「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的
な計画」が策定され、3 つの基本的な方針と１１の
施策の方向性が定められた（表 2）。障害のある人の
文化芸術活動を促進することは国や自治体の責務で
あり、それらの活動は、障害のある人を「新たな価
値提案をする主役として位置づけ、障害の有無にか
かわらない対等な関係を築く機会を提供する」もの
であり、「共生社会の実現に寄与する」と示された。
　1990 年前後から、障害のある人の自立や社会、経
済、文化等への活動の参加促進が目指され、それら
を支える施策が整備されていく過程で、障害のある
人の芸術活動を推進する施策も整えられた（表 3）。
法律が整備されていく過程においては、「すそ野を
広げる」視点と「頂上を目指していく」優れた才能
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を伸ばす視点、どちらの視点も議論されており（厚
生労働省 2013）、作品が高い評価を得ることだけが
重要視されてはいない。しかし、障害のある人の芸
術活動は、2021 年の東京パラリンピックの閉会式で、
知的障害のあるアーティスト 10 人の作品が紹介さ
れ個性的な色使いが反響を呼ぶ（2021 年 9 月 21 日
河北新報 ONLINENEWS）等、芸術性が評価され
ることで、福祉領域で支援をしてきた人以外にも、
全国的に認知されるようになった。
　以上のことから、障害がある人が取組む芸術活動

は、1995 年のエイブル・アート・ムーブメントや、
先駆的に芸術活動に特化した支援を展開していた福
祉施設での実践もあり、全国各地に広がった。障害
のある人の芸術活動を推進するための取組みや施策
が整えられていく過程において、国内外で芸術性が
評価される機会も増えたと言える。2020 年東京オリ
ンピック・パラリンピック開催に向け、それまで以
上に、障害のある人の芸術活動を推進するさまざま
な取組みが全国各地で行われてきた。また一方で、
芸術性の高い作品が積極的に社会に発信される在り

表 1.　支援センター・広域センター（2022 年度）
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様は、障害のある人の芸術活動は、芸術性において
高い評価を得る、一部の人だけが行う特別なものと
いう誤解を生んだ可能性もある。たんぽぽの家理事
長の播磨は、「今や日本では『障害者アート』はブー
ムのように盛り上がっている。それは『アールブ
リュット（生の芸術）２）』として国が推進しているこ
とがからんでいる」と述べ、「『障害者』と一括りにし、
個性ある表現を一つのカテゴリーに囲い込む」こと
を危惧している（一般財団法人たんぽぽの家 2016：
297）。
　したがって、今後、国や自治体には、障害のある
人の芸術活動に関する根拠法及び基本計画が示す、
障害のある人自身がどこにいても参加する、体験す
ることができる、さらに芸術活動を通し地域の障害

への理解も進めていく、社会的包摂としての取組み
を継続的に支援していくことが求められる。

Ⅲ．社会的包摂の視点から見た障害のある人の芸術
　　活動

　2000 年前後より、障害のある人が取組む芸術活動
のなかには、絵画や陶芸、手芸だけでなく、支援者
によって、障害のある人その人の個性をより生かし
たさまざまな活動が展開されており、それらの活動
が書籍や SNS を通して発信されている。
　ここでは、代表的な活動を三例紹介する。一例目
は、1997 年横浜市旭区に地域作業所として開所し

表３.　障害のある人の芸術活動に関連する法律や事業の展開

表２.　障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画
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た「カプカプ」である。ここは、3 人に一人が高齢
者という団地の小さな商店街の一角にある。所長の
鈴木は、「障害は機能ではなく、関係の欠陥が生み
だす」と捉え（たんぽぽの家 2016：107）、「誰にも
ある生きづらさを自分のためにも緩めていく」とい
うビジョンのもと、喫茶店や製菓厨房兼アトリエ等、
芸術活動を含むさまざまな実践を展開している。喫
茶店だけでなくリサイクルバザーやお祭り等も開催
されており、積極的に地域と関わりながら、カプカ
プを利用する障害のある人と地域住民をつなげてい
る。カプカプの実践を川井田（2020：124）は、「障
害をなくすのではなく、関係を変えていくことに
よって障害者のみならずどんな人でも肯定されるよ
う価値観の転換を企てている」と表している。
　また、二例目は、2013 年岡山県都窪郡に生活介
護事業所として開所した「ぬか　つくるとこ」であ
る。ここでは、福祉に限らず、デザインや陶芸、農
業の経験がある多彩な支援員が、利用者である「ぬ
かびとさん」３）一人ひとりの個性を活かした日々を
支えている。日々の活動に決まったプログラムはな
いが、「ぬかびとさん」一人ひとりが主役となり、「そ
の人にしかできないこと」を仕事にしている。例え
ば、仮面ライダーのベルトなどの「変身グッズ」が
大好きな上木戸さんが主宰するワークショップルー
ム「上木戸工作室」、緻密なスウェーデン刺繍が得
意な安田さんと一緒に、コーヒーを飲みながらのん
びり刺繍を行う「チカさんのちくちくワークショッ
プ」等がある。他に、人の行為から生まれる「よく
わからないもの」を断絶し、排除するのではなく、

「無理に分かり合おうとするのでもなく」、想像力を
駆使して「分からなさを楽しむこと」を知り、「な
んでそんなん」を見つける「発見者」を耕すことで
生きやすい社会を目指す「なんでそんなんプロジェ
クト」等がある（日本財団 DIVERSITY IN THE 
ARTS 2017）。
　三例目は、2000 年静岡県で活動を開始した「NPO
法人クリエイティブサポートレッツ」である。ここ
では、アートを通し、障害や国籍、性差、年齢など
あらゆる違いを乗り越え、さまざまな人が共に生き
る社会の実現を目指している。2010 年には、障害福
祉施設「アルス・ノヴァ」がスタートし、現在、生
活介護、ヘルパー事業など 4 事業を実施している。
この NPO が 2014 年に開設した私設の公民館、「の
ヴぁ公民館」は、障害のある人、障害のない近隣の
住民や子どもなど、さまざまな人々が利用できる。

ここは、誰もが自由に利用でき、誰にとっても、「社
会とのゆるやかな接点づくり」ができる場所となっ
ている。「だれもがもっている自分を表す方法や本
人が大切にしていることを、とるに足らないことと
一方的に判断しないで、この行為こそが文化創造
の軸である」という「表現未満、」プロジェクトで
は、重い障害がある人も、そうでない人もだれもが
いたいように居られる場作りが進められている（小
松・認定 NPO 法人クリエイティブサポートレッツ
2020）。
　以上、三例のような社会に働きかけていく実践
は、芸術活動ではなく、「ソーシャルアート」と呼
ばれている（たんぽぽの家 2016）。これらの実践に
は、芸術活動（ソーシャルアート）を媒介すること
で、障害のある人が施設外に出ることや、地域の人
が施設内へ入る機会が増えるという共通点がある。
福祉施設と関わりがない人にとっては、施設内に入
る機会は非常に少ない。同じ地域に住む住民であっ
ても、日々の生活の中で施設と関わりがある人はご
く一部に限られる。しかし、カフェやワークショッ
プ、公民館であれば、地域住民にとっても入りやす
くなる。障害のある人にとっても通いなれた場所と
日ごろ関わりのある支援員と共に、自身の特技を生
かし障害のない人と関わることができる。また、そ
のような交流において障害のある人、一人ひとりの
存在そのものが大切にされ、重度の障害のある人に
おいても、そこに居ること、共に時間を過ごすこと
が大切にされている。障害のない人は、そのような
交流の中で、障害のある人を知ることができ、その
人が持つ「障害」以外のその人らしさの発見にもつ
ながり、その発見により既存の価値観が転換されて
いくと考えられる。さらに障害のない人にとっても、
その場で関係を作っていくことを通し、その場が居
場所となっていく。すなわち、障害のある人へ芸術
活動（ソーシャルアート）を通した支援を行うこと
は、障害のある人だけでなく周囲で彼らに関わる人
も含めて「つながり」「役割」「居場所」が見つけら
れる場所となり得る。
　また、川井田（2020）は、「カプカプ」や「ぬか
　つくるとこ」等の実践を行っている施設の共通点
として、独自のスタイルで展開されていること、代
表者自身が直面した問いや課題解決に向け施設が
創り出されたこと、多様な人々が相互に承認しあう
ような関係を築き社会的価値を生み出す「労働」を
実現させていることの 3 点を挙げている（川井田
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2020：152）。今後、このような実践が各地で展開され、
川井田が述べる「価値観の転換」が広がれば、芸術
活動（ソーシャルアート）を媒介とし「小さな社会」
が広がっていく可能性がある。全国各地で「小さな
社会」が増えることで社会全体が変わっていき、社
会的包摂につながる。そのためには、川井田が指摘
する「独自のスタイル」に共通するものを明らかに
していくことが今後の課題と言える。

Ⅳ．おわりに

　障害のある人の文化芸術活動について、2020 年
に全国の障害当事者、障害福祉施設、障害者芸術文
化活動支援センターを対象とし、全国調査を行った
ニッセイ基礎研究所の報告がある（株式会社ニッセ
イ基礎研究所 2021）。回収数（率）は、障害当事者（回
答者は本人か代理人か）462 件、障害福祉施設 8,092
件（回収率 17.3％）、障害者芸術文化活動支援セン
ター 36 件（回収率 100％）である。この調査では、
障害のある人の芸術活動に関する根拠法や基本計画
認知度が、対象者それぞれ 3 割程度と低く、活動を
全国各地で支援する支援センターについても、協力
機関としての認知度が低く、障害のある人にも、彼
らと関わる関係者にもそれらが十分に認知されてい
ない状況が報告されている。また、障害当事者が芸
術活動への高い関心を持っていることや、調査対象
のほぼすべての事業所が障害のある人による文化芸
術活動の意義を認めている一方、文化芸術活動を実
施している事業所は、全体の 4 割程度であること、
実施している活動では、「美術（絵画、版画、彫刻、
工芸、陶芸、書、写真など）」や「音楽」が主な活
動であることが報告されている。これらの結果から
は、事業所の職員に、障害のある人が芸術活動に取
組むことの意義が認められ、多くの障害当事者が興
味関心を抱いているにも関わらず、障害のある人が
個性や能力を発揮でき、社会参加の可能性を秘めた
芸術活動を行うことができる場は、未だ一般的では
なく一部の限られた人のみ利用できる環境であるこ
とがわかる。さらに、障害者による「文化芸術活動
に期待する成果」についての設問からは、障害当事
者が芸術活動を通し、「他者との交流や相互理解や
関係を築くこと」を期待していることが示されてい
た。一方では、事業所が、「文化芸術活動を実施し
ない理由」における一番の理由として、「事業目的・

内容ではないから」が挙げられている。
　これらの全国調査から、障害のある人の芸術活動
については、障害のある人と関わる支援者において
も、その根拠法に示されている社会的包摂の役割に
ついて十分に認識されていないことが懸念される。
障害のある人にとって芸術活動は、「美術」「音楽」
以外にもソーシャルアートとして多様な実践の在り
方があること、実践方法によっては、障害のある人
の QOL 向上や、障害のある人、ない人、双方にとっ
ての社会的包摂の手段となり得ること等を国や自治
体は広く周知することやその支援が求められる。
　障害のある人が取組む芸術活動（ソーシャルアー
ト）における先行研究において、障害のある人がそ
れらに取組み、社会とつながっていくことを通し
QOL が向上する可能性は指摘されているが、社会
的包摂につながる活動において、基盤となる概念や
具体的な展開方法、支援者が重視すべき視点等につ
いては明らかにされていない。今後それらを明らか
にしていくことで、社会的包摂としての障害のある
人の芸術活動（ソーシャルアート）の広がりが期待
される。2018 年より、九州大学ソーシャルアートラ
ボ（SAL）では、「アートと社会包摂」をテーマに
調査研究と実践活動が行われており（九州大学ソー
シャルアートラボ 2021、文化庁×九州大学共同研究
チーム 2021）、そこでは、社会包摂につながる芸術
活動のマネジメントに必要な七つの「視点」４）が示
されている（九州大学ソーシャルアートラボ 2021：
219）。
　今後は、上記の七つの視点や、先行研究で明らか
にされている障害のある人の芸術活動（ソーシャル
アート）が持つ社会的包摂の役割等を念頭に置き、
障害のある人の芸術活動（ソーシャルアート）を通
した、事業所での支援員と障害のある人との関わり
や企画の過程、実践の場での障害のある人とない人
の関わり等についてデータを蓄積し、その展開方法
や、支援者に求められる具体的な視点、さらに障害
のある人自身の QOL の変化について調査研究が行
われることが期待される。
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